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競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
委
託
）

（
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
委
託
）

第
四
条

（
略
）

第
三
条
の
二

（
略
）

（
入
場
料
）

（
入
場
料
）

第
五
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

（
勝
馬
投
票
券
）

（
勝
馬
投
票
券
）

第
六
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
勝
馬
投
票
法
）

（
勝
馬
投
票
法
）

第
七
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
払
戻
金
）

（
払
戻
金
）

第
八
条

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
勝
馬
投
票
法
の
種
類
ご
と
に
、
勝
馬
投
票
の
的

第
七
条

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
単
勝
式
勝
馬
投
票
法
及
び
複
勝
式
勝
馬
投
票
法

中
者
に
対
し
、
そ
の
競
走
に
つ
い
て
の
勝
馬
投
票
券
の
売
得
金
（
勝
馬
投
票
券

の
勝
馬
投
票
の
的
中
者
に
対
し
、
当
該
競
走
に
対
す
る
勝
馬
投
票
券
の
売
得
金

の
発
売
金
額
か
ら
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
返
還
す
べ
き
金
額
を
控
除
し
た
も

（
勝
馬
投
票
券
の
発
売
金
額
か
ら
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
返
還
す
べ
き
金
額

の
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
に
百
分
の
七
十
以
上
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
率
以

を
控
除
し
た
も
の
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
を
勝
馬
投
票
法
の
種
類
ご
と
に
区
分

下
の
範
囲
内
で
日
本
中
央
競
馬
会
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る

し
た
金
額
に
つ
い
て
、
付
録
に
定
め
る
第
一
号
算
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
金
額
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金
額
（
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
に
お
い
て
次
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
加
算
金
が

か
ら
付
録
に
定
め
る
第
二
号
算
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
当
該
加
算
金
を
加
え
た
金
額
。
以
下
「
払
戻

に
付
録
に
定
め
る
第
三
号
算
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
金
額
を
加
え
た
金
額
を
、

対
象
総
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
勝
馬
に
対
す
る
各
勝
馬
投
票
券
に
按
分
し

当
該
勝
馬
に
対
す
る
各
勝
馬
投
票
券
に
あ
ん
分
し
た
金
額
を
、
払
戻
金
と
し
て

あ
ん

て
払
戻
金
と
し
て
交
付
す
る
。

交
付
す
る
。

２

前
項
の
払
戻
金
の
額
が
、
勝
馬
投
票
券
の
券
面
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、

２

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
連
勝
単
式
勝
馬
投
票
法
、
連
勝
複
式
勝
馬
投
票
法
及

そ
の
券
面
金
額
を
払
戻
金
の
額
と
す
る
。

び
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
の
勝
馬
投
票
の
的
中
者
に
対
し
、
当
該
競
走
に
対
す
る

勝
馬
投
票
券
の
売
得
金
の
額
を
勝
馬
投
票
法
の
種
類
ご
と
に
区
分
し
た
金
額
に

つ
い
て
、
付
録
に
定
め
る
第
一
号
算
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
金
額
か
ら
付
録
に

定
め
る
第
二
号
算
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
重
勝
式
勝

馬
投
票
法
に
お
い
て
第
九
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
加
算
金
が
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
れ
に
当
該
加
算
金
を
勝
馬
の
数
で
除
し
た
金
額
を
加
え
た
金
額
）

を
、
当
該
勝
馬
に
対
す
る
各
勝
馬
投
票
券
に
あ
ん
分
し
た
金
額
を
、
払
戻
金
と

し
て
交
付
す
る
。

３

勝
馬
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場
合
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
払
戻
金
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
勝
馬
投
票
の

。
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
競
走
に
つ
い
て
の
払
戻
対
象
総
額
を
、
当
該
競
走
に

的
中
者
の
な
い
勝
馬
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
勝
馬
は
、
そ
の
算
出
に
つ
い
て
は

お
け
る
勝
馬
以
外
の
出
走
し
た
馬
に
投
票
し
た
者
に
対
し
、
各
勝
馬
投
票
券
に

、
勝
馬
で
な
い
も
の
と
す
る
。

按
分
し
て
払
戻
金
と
し
て
交
付
す
る
。

４

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
金
額
の
算
出
方
法
及
び
そ
の

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
が
、
勝
馬
投
票
券
の
券
面
金
額
に
満

交
付
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

た
な
い
と
き
は
、
そ
の
券
面
金
額
を
払
戻
金
の
額
と
す
る
。

（
削
る
。
）

第
八
条

勝
馬
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場
合
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
を

除
く
。
）
に
お
け
る
売
得
金
は
、
そ
の
金
額
か
ら
そ
の
金
額
に
百
分
の
十
五
か

ら
百
分
の
二
十
ま
で
の
範
囲
内
で
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
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金
額
及
び
付
録
に
定
め
る
第
二
号
算
式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
金
額
を
控
除
し
た

残
額
を
、
出
走
し
た
馬
で
あ
つ
て
勝
馬
以
外
の
も
の
に
対
し
投
票
し
た
者
に
対

し
、
各
勝
馬
投
票
券
に
あ
ん
分
し
た
金
額
を
、
払
戻
金
と
し
て
交
付
す
る
。

第
九
条

重
勝
式
勝
馬
投
票
法
の
種
別
で
あ
つ
て
勝
馬
の
的
中
の
割
合
が
低
い
も

第
九
条

重
勝
式
勝
馬
投
票
法
の
種
別
で
あ
つ
て
勝
馬
の
的
中
の
割
合
が
低
い
も

の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
重

の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
重

勝
式
勝
馬
投
票
法
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
勝
馬
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場

勝
式
勝
馬
投
票
法
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
勝
馬
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場

合
に
は
、
当
該
勝
馬
投
票
に
係
る
払
戻
対
象
総
額
は
、
当
該
指
定
重
勝
式
勝
馬

合
に
お
け
る
売
得
金
は
、
そ
の
金
額
か
ら
そ
の
金
額
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
農

投
票
法
と
同
一
の
種
別
の
指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
の
勝
馬
投
票
で
あ
つ
て
そ

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
及
び
付
録
に
定
め
る
第
二
号
算

の
後
最
初
に
的
中
者
が
あ
る
も
の
に
係
る
加
算
金
と
す
る
。

式
に
よ
つ
て
算
出
し
た
金
額
を
控
除
し
た
残
額
を
、
当
該
指
定
重
勝
式
勝
馬
投

票
法
と
同
一
の
種
別
の
指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
の
勝
馬
投
票
で
あ
つ
て
そ
の

後
最
初
に
的
中
者
が
あ
る
も
の
に
係
る
加
算
金
と
す
る
。

２

指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項
の
払
戻
金
の
額
が
農
林

２

指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
に
つ
い
て
、
第
七
条
第
二
項
の
払
戻
金
の
額
が
農

水
産
省
令
で
定
め
る
払
戻
金
の
最
高
限
度
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
最
高
限

林
水
産
省
令
で
定
め
る
払
戻
金
の
最
高
限
度
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
最
高

度
額
に
相
当
す
る
額
を
払
戻
金
の
額
と
す
る
。

限
度
額
に
相
当
す
る
額
を
払
戻
金
の
額
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
け
る
払
戻
金
の
最
高
限
度
額
を
超
え
る
部
分
の
前
条
第
一

３

前
項
の
場
合
に
お
け
る
払
戻
金
の
最
高
限
度
額
を
超
え
る
部
分
の
第
七
条
第

項
の
払
戻
金
の
額
の
総
額
は
、
当
該
指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
と
同
一
の
種
別

二
項
の
払
戻
金
の
額
の
総
額
は
、
当
該
指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
と
同
一
の
種

の
指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
の
勝
馬
投
票
で
あ
つ
て
そ
の
後
最
初
に
的
中
者
が

別
の
指
定
重
勝
式
勝
馬
投
票
法
の
勝
馬
投
票
で
あ
つ
て
そ
の
後
最
初
に
的
中
者

あ
る
も
の
に
係
る
加
算
金
と
す
る
。

が
あ
る
も
の
に
係
る
加
算
金
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
十
条

払
戻
金
を
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出

第
十
条

払
戻
金
を
交
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
出

し
た
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
こ
れ
を
切
り

し
た
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
こ
れ
を
切
り
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捨
て
る
。

捨
て
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
一
条

第
八
条
及
び
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
払
戻
金
又
は
次
条
第
六
項
の
規

第
十
一
条

第
七
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
払
戻
金
又
は
次
条
第
六
項

定
に
よ
る
返
還
金
の
債
権
は
、
六
十
日
間
行
わ
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ
つ
て

の
規
定
に
よ
る
返
還
金
の
債
権
は
、
六
十
日
間
行
わ
な
い
と
き
は
、
時
効
に
よ

消
滅
す
る
。

つ
て
消
滅
す
る
。

（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
二
条

第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び

第
二
十
二
条

第
四
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
競
馬
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
競
馬
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
条
第
一

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
一

項
、
第
十
二
条
第
六
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
中
「
日
本
中
央
競
馬
会
」
と

項
及
び
第
二
項
、
第
十
二
条
第
六
項
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項
中
「
日
本
中
央

あ
る
の
は
「
都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
」
と
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第

競
馬
会
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
」
と
、
第
十
三
条
、
第

十
六
条
及
び
第
十
七
条
中
「
日
本
中
央
競
馬
会
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
競
馬
全

十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
中
「
日
本
中
央
競
馬
会
」
と
あ
る
の
は
「

国
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

地
方
競
馬
全
国
協
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
競
馬
の
停
止
）

（
競
馬
の
停
止
）

第
二
十
四
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
、
都
道
府
県
又
は
指

第
二
十
四
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
、
都
道
府
県
又
は
指

定
市
町
村
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
に
違

定
市
町
村
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
に
違

反
し
て
競
馬
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
第
四
条
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に

反
し
て
競
馬
を
行
つ
た
と
き
、
又
は
第
三
条
の
二
若
し
く
は
第
二
十
一
条
の
規

よ
り
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
委
託

定
に
よ
り
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該

に
係
る
事
務
の
執
行
と
し
て
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
発
す

委
託
に
係
る
事
務
の
執
行
と
し
て
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て

る
命
令
に
違
反
し
て
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
つ
た
と
き
は
、
日
本
中

発
す
る
命
令
に
違
反
し
て
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
つ
た
と
き
は
、
日
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央
競
馬
会
、
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
指
定
市
町
村
に
対
し
、
競
馬
の
停
止
若

本
中
央
競
馬
会
、
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
指
定
市
町
村
に
対
し
、
競
馬
の
停

し
く
は
委
託
に
係
る
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
停
止
を
命
じ
、
又

止
若
し
く
は
委
託
に
係
る
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
停
止
を
命
じ

は
必
要
に
よ
り
こ
れ
ら
の
事
項
を
併
せ
て
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
又
は
必
要
に
よ
り
こ
れ
ら
の
事
項
を
併
せ
て
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
競
馬
の
実
施

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
三
条
の
二
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
競
馬
の

に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
市
町
村
（
指
定
市
町
村
を
除
く
。
）
若
し
く

実
施
に
関
す
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
市
町
村
（
指
定
市
町
村
を
除
く
。
）
若

は
私
人
（
以
下
「
競
馬
事
務
受
託
者
」
と
い
う
。
）
又
は
協
会
（
以
下
「
競
馬

し
く
は
私
人
（
以
下
「
競
馬
事
務
受
託
者
」
と
い
う
。
）
又
は
協
会
（
以
下
「

事
務
受
託
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
委
託
に
係
る
事
務
の
執
行
と
し
て
、

競
馬
事
務
受
託
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
委
託
に
係
る
事
務
の
執
行
と
し

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
に
違
反
し
て
競
馬
の
実
施

て
、
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
発
す
る
命
令
に
違
反
し
て
競
馬
の

に
関
す
る
事
務
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
競
馬
事
務
受
託
者
等
に
対
し
、
委

実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
競
馬
事
務
受
託
者
等
に
対
し

託
に
係
る
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

、
委
託
に
係
る
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

る
。

で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
二
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
勝
馬
投

第
二
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
勝
馬
投

票
券
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

票
券
を
購
入
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

一

競
馬
に
関
係
す
る
政
府
職
員
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
競
馬
の
競
走
に
つ
い

一

競
馬
に
関
係
す
る
政
府
職
員
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
競
馬
の
競
走
に
つ

て

い
て

二

（
略
）

二

（
略
）

三

地
方
競
馬
に
関
係
す
る
都
道
府
県
職
員
、
市
町
村
職
員
又
は
地
方
自
治
法

三

地
方
競
馬
に
関
係
す
る
都
道
府
県
職
員
、
市
町
村
職
員
又
は
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事

務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
地
方
競
馬
の
競

務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
の
職
員
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
地
方
競
馬
の

走
に
つ
い
て

競
走
に
つ
い
て

四

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
て
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行

四

第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
て
競
馬
の
実
施
に
関
す
る
事
務
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う
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部

を
行
う
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の

事
務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
の
職
員
で
あ
つ
て
当
該
委
託
を
受
け
た
事
務

一
部
事
務
組
合
若
し
く
は
広
域
連
合
の
職
員
で
あ
つ
て
当
該
委
託
を
受
け
た

に
関
係
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
中
央
競
馬
の
競
走
に
つ
い
て

事
務
に
関
係
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
中
央
競
馬
の
競
走
に
つ
い
て

五

協
会
の
役
員
及
び
職
員
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
地
方
競
馬
の
競
走
に
つ
い

五

協
会
の
役
員
及
び
職
員
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
地
方
競
馬
の
競
走
に
つ

て

い
て

六

（
略
）

六

（
略
）

七

地
方
競
馬
に
関
係
す
る
調
教
師
、
騎
手
及
び
競
走
馬
の
飼
養
又
は
調
教
を

七

地
方
競
馬
に
関
係
す
る
調
教
師
、
騎
手
及
び
競
走
馬
の
飼
養
又
は
調
教
を

補
助
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
地
方
競
馬
の
競
走
に
つ
い
て

補
助
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
地
方
競
馬
の
競
走
に
つ
い
て

八

（
略
）

八

（
略
）

附

則

附

則

（
給
付
金
の
交
付
等
）

（
給
付
金
の
交
付
等
）

第
五
条

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
業

第
五
条

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
日
本
中
央
競
馬
会
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
業

務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か

務
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か

じ
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
当

じ
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
当

該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
競
走
に
対
す
る
当
該
勝
馬
投
票
法
の
種
類
ご
と
の
勝
馬
投
票
券
の
売

一

当
該
競
走
に
対
す
る
当
該
勝
馬
投
票
法
の
種
類
ご
と
の
勝
馬
投
票
券
の
売

得
金
の
額
に
政
令
で
定
め
る
率
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額

得
金
の
額
に
政
令
で
定
め
る
率
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（
勝
馬
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
を
勝
馬
の
数
で
除
し
た
額
）
を
当
該

（
勝
馬
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
を
勝
馬
の
数
で
除
し
た
額
）
を
当
該

勝
馬
に
対
す
る
各
勝
馬
投
票
券
に
按
分
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ

勝
馬
に
対
す
る
各
勝
馬
投
票
券
に
按
分
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ

あ
ん

の
条
に
お
い
て
「
一
号
給
付
金
」
と
い
う
。
）

当
該
勝
馬
投
票
の
的
中
者

の
条
に
お
い
て
「
一
号
給
付
金
」
と
い
う
。
）

当
該
勝
馬
投
票
の
的
中
者

二

第
八
条
第
一
項
の
払
戻
金
の
額
が
、
勝
馬
投
票
券
の
券
面
金
額
以
下
と
な

二

第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
が
、
勝

る
場
合
（
第
十
条
第
一
項
の
端
数
切
捨
て
に
よ
り
勝
馬
投
票
券
の
券
面
金
額

馬
投
票
券
の
券
面
金
額
以
下
と
な
る
場
合
（
第
十
条
第
一
項
の
端
数
切
捨
て



- 7 -

と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当
該
勝
馬
に
対
す
る
各
勝
馬
投
票
券

に
よ
り
勝
馬
投
票
券
の
券
面
金
額
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
当

に
つ
き
、
そ
の
券
面
金
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
条
に

該
勝
馬
に
対
す
る
各
勝
馬
投
票
券
に
つ
き
、
そ
の
券
面
金
額
の
十
分
の
一
に

お
い
て
「
二
号
給
付
金
」
と
い
う
。
）

当
該
勝
馬
投
票
の
的
中
者

相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
二
号
給
付
金
」
と
い
う
。
）

当
該
勝
馬
投
票
の
的
中
者

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

第
六
条

都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
競
馬
の
事
業
の
収

第
六
条

都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
競
馬
の
事
業
の
収

支
の
状
況
か
ら
み
て
、
競
馬
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
が
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ

支
の
状
況
か
ら
み
て
、
競
馬
の
円
滑
な
実
施
に
支
障
が
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林

る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林

水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
当
該
各
号
に
定

水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
を
、
当
該
各
号
に
定

め
る
者
に
対
し
、
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
る
者
に
対
し
、
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
一
項
の
払
戻
金
の
額
が
、
勝

二

第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
が
、
勝

馬
投
票
券
の
券
面
金
額
以
下
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勝
馬
に
対
す
る

馬
投
票
券
の
券
面
金
額
以
下
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勝
馬
に
対
す
る

各
勝
馬
投
票
券
に
つ
き
、
そ
の
券
面
金
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（

各
勝
馬
投
票
券
に
つ
き
、
そ
の
券
面
金
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（

次
項
に
お
い
て
「
二
号
給
付
金
」
と
い
う
。
）

当
該
勝
馬
投
票
の
的
中
者

次
項
に
お
い
て
「
二
号
給
付
金
」
と
い
う
。
）

当
該
勝
馬
投
票
の
的
中
者

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置
を
実
施
し
た
都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
に
対
す

（
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置
を
実
施
し
た
都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
に
対
す

る
還
付
）

る
還
付
）

第
七
条

都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
は
、
そ
の
競
馬
の
事
業
の
収
支
が
著
し
く

第
七
条

都
道
府
県
又
は
指
定
市
町
村
は
、
そ
の
競
馬
の
事
業
の
収
支
が
著
し
く

不
均
衡
な
状
況
に
あ
り
、
又
は
著
し
く
不
均
衡
な
状
況
と
な
る
こ
と
が
確
実
で

不
均
衡
な
状
況
に
あ
り
、
又
は
著
し
く
不
均
衡
な
状
況
と
な
る
こ
と
が
確
実
で

あ
る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
競
馬

あ
る
と
見
込
ま
れ
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
競
馬
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場
の
改
修
そ
の
他
の
競
馬
の
事
業
の
収
支
の
改
善
を
図
る
措
置
と
し
て
農
林
水

場
の
改
修
そ
の
他
の
競
馬
の
事
業
の
収
支
の
改
善
を
図
る
措
置
と
し
て
農
林
水

産
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置

産
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置

」
と
い
う
。
）
の
実
施
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
は
そ
の
競
馬
の
事
業
の
収
支
の

」
と
い
う
。
）
の
実
施
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
は
そ
の
競
馬
の
事
業
の
収
支
の

改
善
を
図
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
た
場
合
に
お
い
て

改
善
を
図
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
た
場
合
に
お
い
て

、
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
に
お
い
て
特
定

、
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
に
お
い
て
特
定

事
業
収
支
改
善
措
置
を
実
施
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置
に

事
業
収
支
改
善
措
置
を
実
施
し
た
と
き
は
、
当
該
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置
に

要
し
た
費
用
の
額
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

要
し
た
費
用
の
額
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置
を
実
施
し
た
年
度
（
次
項
に
お
い
て
「
実
施
年
度

該
特
定
事
業
収
支
改
善
措
置
を
実
施
し
た
年
度
（
次
項
に
お
い
て
「
実
施
年
度

」
と
い
う
。
）
の
翌
年
度
に
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

」
と
い
う
。
）
の
翌
年
度
に
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

。

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
協
会
の
行
う
業
務
に
必
要
な
資
金
の
確
保
）

（
協
会
の
行
う
業
務
に
必
要
な
資
金
の
確
保
）

第
八
条

協
会
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
年
度
ま
で
に
限
り
、
第
二

第
八
条

協
会
は
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
に
限
り
、
第
二

十
三
条
の
四
十
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第

十
三
条
の
四
十
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
三
条
の
三
十
六
第
一
項
第

六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
必
要
な

六
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
必
要
な

経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
畜
産

経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
畜
産

振
興
勘
定
か
ら
競
馬
活
性
化
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

振
興
勘
定
か
ら
競
馬
活
性
化
勘
定
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
平
成
十
七
事
業
年
度
か
ら
平
成
二
十
九
事
業
年
度
ま

２

日
本
中
央
競
馬
会
は
、
平
成
十
七
事
業
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
事
業
年
度
ま

で
に
限
り
、
日
本
中
央
競
馬
会
法
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ

で
に
限
り
、
日
本
中
央
競
馬
会
法
第
二
十
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
協
会
が
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め

ら
ず
、
協
会
が
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め

、
同
条
第
一
項
の
特
別
振
興
資
金
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
金

、
同
条
第
一
項
の
特
別
振
興
資
金
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
金

額
を
協
会
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

額
を
協
会
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
。
）

付
録第

一
号
算
式

Ｄ

（Ｗ
＋

／

）×

（１
－
Ｒ

）
＝Ｔ

Ｐ

Ｗ
は
、
当
該
勝
馬
に
対
す
る
勝
馬
投
票
券
の
総
券
面
金
額
と
す
る
。

Ｄ
は
、
出
走
し
た
馬
で
あ
つ
て
勝
馬
以
外
の
も
の
に
対
す
る
勝
馬
投
票
券

の
総
券
面
金
額
と
す
る
。

Ｐ
は
、
勝
馬
の
数
（
勝
馬
投
票
の
的
中
者
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一

）
と
す
る
。

Ｒ
は
、
第
八
条
（
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
率
と
す
る
。

第
二
号
算
式

（Ｔ
－
Ｗ

）×
ｒ

Ｔ
は
、
第
一
号
算
式
の
Ｔ
に
同
じ
。

Ｗ
は
、
第
一
号
算
式
の
Ｗ
に
同
じ
。

ｒ
は
、
百
分
の
十
と
す
る
。

第
三
号
算
式

Ａ／

×
ａ

Ｐ
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Ａ
は
、
出
走
し
た
す
べ
て
の
馬
に
対
す
る
勝
馬
投
票
券
の
総
券
面
金
額
と

す
る
。

Ｐ
は
、
第
一
号
算
式
の
Ｐ
に
同
じ
。

ａ
は
、
百
分
の
五
以
内
で
中
央
競
馬
及
び
地
方
競
馬
ご
と
に
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
率
と
す
る
。
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○

日
本
中
央
競
馬
会
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
五
号
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
国
庫
納
付
金
）

（
国
庫
納
付
金
）

第
二
十
七
条

競
馬
会
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
競
馬
法
第
六
条
の

第
二
十
七
条

競
馬
会
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
競
馬
法
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
発
売
す
る
勝
馬
投
票
券
の
発
売
金
額
か
ら
同
法
第
十
二
条
第
六
項

規
定
に
よ
り
発
売
す
る
勝
馬
投
票
券
の
発
売
金
額
か
ら
同
法
第
十
二
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
返
還
す
べ
き
金
額
を
控
除
し
た
残
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

の
規
定
に
よ
り
返
還
す
べ
き
金
額
を
控
除
し
た
残
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

金
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

金
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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